
 
別紙 32 

○ 介護保険施設等における事故の報告様式等について（令和３年３月19日老高発0319第１号、老認発0319第１号、老老発0319第１号）

（抄）  

 

1 

新 旧 

介護保険施設については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関

する基準（平成十一年厚生省令第三十九号）、介護老人保健施設の人員、設備

及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号）、介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成三十年厚生労働省令第五号）、指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第三十四号）に基づき、サービスの提供により事故が発生した場

合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講ずることとされている。 

 

 

 

 今般、「令和三年度介護報酬改定に関する審議報告」（令和二年十二月二十

三日社会保障審議会介護給付費分科会）において、「市町村によって事故報告

の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積

と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知す

る」とされたことも踏まえ、介護保険施設等における事故報告の様式を別紙の

とおり示すので、同様式の活用及び管内市町村や管内事業所への周知をお願い

する。 

介護保険施設については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関

する基準（平成十一年厚生省令第三十九号）、介護老人保健施設の人員、設備

及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号）、健康保険法等の一部

を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平

成十一年厚生省令第四十一号）、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

に関する基準（平成三十年厚生労働省令第五号）、指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四

号）に基づき、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町

村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされて

いる。 

 今般、「令和三年度介護報酬改定に関する審議報告」（令和二年十二月二十

三日社会保障審議会介護給付費分科会）において、「市町村によって事故報告

の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積

と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知す

る」とされたことも踏まえ、介護保険施設等における事故報告の様式を別紙の

とおり示すので、同様式の活用及び管内市町村や管内事業所への周知をお願い

する。 

記 記 

１～５ （略） １～５ （略） 

 


